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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月26日(2013.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｃ）カルボン酸と、（Ｄ）水に溶解して塩基性を示す化合物と、（Ｅ）水と、を含み
、
　さらに、（Ａ）アルコールとエチレンオキサイドとプロピレンオキサイドとの共重合体
、及びポリオキシアルキレングリコール類から選ばれる少なくとも一種類以上のノニオン
系界面活性剤を含み、
　２５℃における電気伝導度が３００μＳ／ｃｍ以上３０００μＳ／ｃｍ以下であり、
　２５℃におけるｐＨが５以上１０以下であり、
　平均粒子径１．５μｍのシリコン粉を１０質量％添加し撹拌して形成した擬似使用液の
粘度が、２５℃で３０ｍＰａ・ｓ未満である、
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液。
【請求項２】
　さらに、（Ｂ）グリコール類を含む、請求項１に記載の固定砥粒ワイヤソー用水溶性加
工液。
【請求項３】
　（Ａ）アルコールとエチレンオキサイドとプロピレンオキサイドとの共重合体、及びポ
リオキシアルキレングリコール類のうち少なくとも１種類以上のノニオン系界面活性剤を
０．１質量％以上８質量％以下と、
　（Ｂ）グリコール類を０．１質量％以上８０質量％以下と、
　（Ｃ）カルボン酸を０．０１質量％以上５質量％以下と、
　（Ｄ）水に溶解して塩基性を示す化合物を０．０１質量％以上７質量％以下と、
　（Ｅ）水と、を含み、
　２５℃における電気伝導度が３００μＳ／ｃｍ以上３０００μＳ／ｃｍ以下であり、
　２５℃におけるｐＨが５以上１０以下であり、
　平均粒子径１．５μｍのシリコン粉を１０質量％添加し撹拌して形成した擬似使用液の
粘度が、２５℃で３０ｍＰａ・ｓ未満である、
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液。
【請求項４】
　２５℃における表面張力が２０ｍＮ／ｍ以上５０ｍＮ／ｍ以下である、請求項１～３の
いずれかに記載の固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液。
【請求項５】
　さらに、水溶性高分子及び／または消泡剤を含む、請求項１～４のいずれかに記載の固
定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液。
【請求項６】
　固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液全体の質量を１００質量％として、前記（Ｅ）水を
１０質量％以上９９．７質量％以下含む、請求項１～５のいずれかに記載の固定砥粒ワイ
ヤソー用水溶性加工液。
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